
・減免の期間
令和８年６月請求分
（令和８年４月～５月使用分・１回限り）

・減免の金額
水道料金のうち基本料金
金額はメーター口径によって異なります
超過料金は減免されません

・甲賀市水道事業と給水契約をしている水道使用者（日野町、官公
庁等を除く）

対象者

期間と金額

【水道の基本料金を減免します】

物価高騰の影響を受けている市民や事業者の経済的負担を軽減するた
め、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、水道料金の基
本料金を減免します。

この金額を減免します

通常 基本料金減免

３月 ６月５月４月

基本料金
減免請求月

通常料金

料金納付書発送日口座振替日請求月

８月

６月

８月３１日(月)

６月３０日(火)

８月１２日(水)

６月１０日(水)

通常料金

基本料金減免

検針 検針



・使用開始や閉栓の時期により、減免料金が異なる場合がありま
す。
・口径が１３㎜又は２０㎜で使用水量が基本水量（２０㎥）まで
の場合は、請求額が０円になるため、納付書の送付や口座振替は
ありません。
・減免終了後は、現行単価表どおりの請求となります。
・詐欺にご注意を！
今回の減免について、銀行口座等の情報をお聞きすることはあ

りません。不審な電話や訪問があった場合は、すぐに警察や市役
所にご相談ください。

その他

使用水量等のお知らせの見方

共同住宅について
・管理会社等が１つのメーターで甲賀市と給水契約している場合は、
管理会社に減免が適用されます。
・入居者が甲賀市と給水契約している場合は、入居者に減免が適用さ
れます。
１つのメーターで給水契約をしている共同住宅を管理されている方へ
・入居者の皆様に今回の支援が行き届くよう、入居者へ水道料金を請
求される際は、減免金額相当分を差し引くなどご配慮をお願いします。

・申込手続きは不要です。

減免の手続き

下水道使用料の減免はあ
りません。

減免後の金額が表示されま
す。口径が13㎜、20㎜で使
用水量が20㎥までの場合は
０円となります。

６月分が減免の対象です。

口径により減免額が変わり
ます。

次のコメントが入ります。
「６月請求の水道基本料
金を減免いたします。日
野町の方や官公庁等は対
象外です。」


